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１．地域貢献活動の目的 

本校は、独立行政法人国立高等専門学校機構法第 12 条第１項第四号に則して、各学科等

の専門分野を活かして地域の教育力を向上させることを目的として地域貢献活動を行う。 

２．地域貢献活動の方針 

（１）地域貢献活動は、教員、技術職員及び学生が行う。

（２）各学科等の専門分野を活かして学生以外の者に対する学習の機会を提供する。

（３）地域イベント等の出展において、地域住民に対して科学への興味を喚起する活動を

行う。

３．地域貢献活動の目標 

（１）地域住民向けの公開講座や講習会を開催する。

（２）地域の小・中学校を対象とした出前授業等の教育支援を行う。

（３）宇部まつり等の地域イベントへ出展する。


